
 

【 通常の取引 】 

 

 

 

 

 

【 税負担が低く経済実体のない外国子会社等（いわゆる「ペーパーカンパニー」）を利用 した取引】 

 

 

 

 

 

 

 ⇒ CFC税制を適用すると、 

日本企業 外国企業 

無形資産の利用許諾 

無形資産の使用料（100） 
所得 100 × 税負担率 30％ ＝納税額 30 

日本企業 
無形資産の移転 

外国子会社 
無形資産の利用許諾 

外国企業 
無形資産の使用料（100） 

所得 0 × 税負担率 30％ ＝納税額 0 所得 100 × 税負担率 0％ ＝納税額 0 

外国子会社の所得相当額を親会社の所得に合算して課税 

【行動３】外国子会社合算税制：制度の基本  

○ 日本の法人等が、税負担が著しく低い、かつ、経済活動の実体がほとんどない外国子会社等を通じて国際取引を行
うことにより、税負担を不当に軽減・回避し、結果として日本での課税を免れる事態が生じ得る。 

○ このような租税回避行為を防止するため、一定の要件に該当する当該外国子会社等の所得に相当する金額につき、
日本の法人等の所得とみなし、それを当該法人等の所得と合算して課税する制度。 

所得 100 × 税負担率 30％ ＝納税額 30 所得 100 × 税負担率 0％ ＝納税額 0 

＜日 本＞ ＜軽 課 税 国 等＞ ＜第 三 国＞ 
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外
国
関
係
会
社 
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外 
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子 

会
社 

等 

 
 

租
税
負
担
割
合
が 

２
０
％
未
満  

 
 

の
外
国
関
係
会
社 

① 事業基準 

主たる事業が株式の保有、船舶・ 航空機リース 等でないこと（※） 

(※) 被統括会社の株式保有を主たる事業とする統括会社は除外 

② 実体基準 
    本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有すること 

③ 管理支配基準 
    本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら 

        行っていること 

④ 所在地国基準（下記以外の業種） 
    主として所在地国で事業を行っていること 

           又は 

   非関連者基準（卸売業・保険業など７業種） 
        主として関連者（50％超出資）以外の者と取引を行っていること 

すべて 
満たす 

いずれかを満
たさない 

 

 

適
用
除
外 

 

居住者 

又は 

内国法人 

特殊 
関係者 
（個人・
法人） 

同族株主 

グループ 

居住者 

又は 

内国法人 

合
算
課
税 
な 
し 

資産性所得 
あり 

資産性所得 
なし 

制
度
の
対
象
外 

居
住
者
・
内
国
法
人
等
が
合
計
で
５
０
％
超
を
直
接
及
び
間
接
に
保
有 

資
産
性
所
得
の
合
算
課
税 

適用除外判定 

会
社
単
位
の
合
算
課
税 

○ 日本の「外国子会社合算税制」は、税負担の水準が低い（２０％未満（＝「トリガー税率」））外国子会社等の「全ての」所得につい
て日本の親会社の所得に合算して課税する制度（「事業体アプローチ」） 

○ ただし、外国子会社等に経済活動の実体があり、「適用除外基準」を満たす場合、本税制は適用されない。 

 

【行動３】外国子会社合算税制：日本の現行制度  
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20％ 

【行動３】外国子会社合算税制：見直しの方向性 

トリガー税率 

【問題意識】 
○ 現行制度は、外国子会社の税負担水準が20％（トリガー税率）

以上であれば経済実体を伴わない所得であっても合算せず、申
告も求めない一方、実体ある事業から得た所得であっても合算し
てしまう、という問題あり（右記図参照）。 

○ 外国子会社配当益金不算入制度（2009年度導入）と相まって、
知財・金融資産等や事業を形式的・表面的に外国子会社へと移
転し、得られた所得を配当として日本に戻すことで課税を逃れる
行為を可能とする側面あり。 

17 

能動的所得 受動的所得 

【見直しの方向性】 
○ 「価値創造の場で税を払うべき」というＢＥＰＳプロジェクトの原則

を踏まえ、外国子会社の所得の種類等に応じて合算対象を決定
するアプローチへと変更し、上記の問題に対応（その際、過度の
事務負担が生じないよう配慮）。 

  ・ 子会社が自らの能力と責任を持って取り組む商品の製造・販売
やサービスの提供による対価の獲得等、経済実体がある事業
から得た所得（能動的所得） 

          ⇒合算対象外（子会社所在地国で課税） 
  ・ 一定の金融所得や実質的活動のない事業から得られる所得等

（＝経済実体がない受動的所得） 
          ⇒親会社の所得に合算（日本で課税） 

     国内資産の減少、知の国外流出、サービス収支の減少、 
     日本企業が晒されるリピュテーション・リスクの増大、 
     税の空洞化、税制への信頼低下等の可能性 

      海外事業に取り組む日本企業のリピュテーション・リスク低減、 
    日本企業のグローバル・コーポレート・ガバナンス強化の促進、 
      海外成長市場の果実の日本経済への取込み促進、税制に対

する納税者の信頼の確保と税の空洞化の可能性への対処 

現行制度のイメージ 

見直しのイメージ 

能動的所得 受動的所得 

合算対象所得 

実体ある事業からの
所得も一部合算され

てしまう部分 
（Over Inclusion） 

実体を伴わない所得
であっても合算されな

い部分 
（Under Inclusion） 

外国子会社の 
租税負担率 

実体ある事業か
らの所得であれ
ば、合算対象外 経済実体がない

受動的所得であ
れば、合算対象 

税率を代替・
補完する 
「制度適用免
除基準」を 
検討・設定 
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《イメージ》 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

損金不算入額 過大支払利子 

 

 

比較 

調整所得金額 

当期の所得金額 

その他 

関連者 
純支払利子等の額 

 

 

調
整
所
得
金
額
の
50
％ 

減価償却費 
受取配当益金不算入額 等 

 

翌期以降の一定期間（７年間） 

繰り越して損金算入可能 

(注) 関連者等（直接・間接の持分割合 50％以上又は実質支配・被支配関係にある者等）への支払利子等の額（利子等の受領者側で我が国の法人税の

課税所得に算入されるもの等を除く。）の合計額からこれに対応する受取利子等の額を控除した残額をいう。 

 

損金算入限度額 
関連者 

純支払利子等の額 

調整所得金額の

50％を超える部分 

 本制度と過少資本税制の両者が適用

になる場合には、その計算された損金

不算入額のうち、いずれか多い金額を

損金不算入額とする。 

【本制度の適用除外】  
〇 関連者純支払利子等の額が少額（1,000

万円以下）である場合  
〇 関連者等への支払利子等の額が総支払

利子等の額の一定割合（50％）以下であ
る場合 

【行動４】利子控除制限：制度の基本及び日本の現行制度（「過大支払利子税制」）  

○ 所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、関連者純支払利子等の額(注)のうち、調

整所得金額の一定割合（50％）を超える部分の金額につき当期の損金の額に算入しない（平成24年（2012年）導入）。 
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損金不算入   

企業 A の EBITDA( ※ 1)   

当期税引後 所得金額   

その他   

純支払利子額   

  

  

減価償却費   
受取配当益金不算入額   等   

  

損金算入限度額   

【グループ比率ルール】   

企業 A の EBITDA   

×   

[10～30％ ]( ※ 2)   

      

  

    

      

    

※ 3   グループ比率＝   

当期の税額   

【固定比率ルール】   

企業 A の EBITDA   

×   

グループ比率 ( ※ 3)   

  

グループ全体の純支払利子   

グループ全体の EBITDA   

※ 1   EBITDA ＝税引後当期所得＋純支払利子＋減価償却費＋特別償却＋当期 

税額   

※ 2   日本の過大支払利子税制においては 50 ％   

損金算入可   

【行動４】利子控除制限：「BEPSプロジェクト」の結論  

○ 「BEPSプロジェクト」では、「価値が創造されたところで税金を払うべき」との原則を踏まえ、一定の所得を生み出すために通常必要

な資金調達コストを超える規模で利払いを行っている企業については、超過分の利子の損金算入を否認するという結論になった。 

○ こうした観点から、「BEPSプロジェクト」では、単体企業の利子損金算入について、一定の純支払利子／EBITDA比率（10～30％の

範囲で各国が設定）を超えた部分を控除制限することを勧告。 

○ 日本の「過大支払利子税制」の閾値は現在50％であり、厳格化が必要。また、適用対象や特別ルール等についても本勧告を踏ま

えた検討が必要。 
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